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①新しい総合事業の概要 
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【財源構成】 
 

国 25% 
 

都道府県  
 12.5% 
 

市町村  
 12.5% 
 

1号保険料  
 22% 
 

2号保険料  
 28% 

 

 
 

【財源構成】 
 

国 39.0% 
 

都道府県  
 19.5% 
 

市町村   
 19.5% 
 

1号保険料   
 22% 

 

  予防給付 
 （要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 
○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 
介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 

○地域包括支援センターの運営 
  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 

   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援1～２、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  

○ 地域包括支援センターの運営 
（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携推進事業 

○ 認知症施策推進事業 

 （認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援体制整備事業 
（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

予防給付（要支援1～２） 

充
実 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

  介護給付 （要介護1～５）  介護給付（要介護1～５） 

＜改正前＞ ＜改正後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 

地域支援事業の全体像 

改正前と同様 

※厚生労働省資料を一部改変 
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②東温市の状況 
 
 東温市の新しい総合事業の考え方 
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東温市の状況 

 

高齢者人口等統計表（愛媛県） 

 

 平成２８年４月１日現在 人口 ３３，７７４人 

  

 そのうち 

 ６５歳以上 ９，６３９人（28.54％） 県下１９位 
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東温市の人口推計 

4,509 4,429 4,365 4,272 3,953 3,470 

20,428 20,059 19,750 19,457 18,671 
17,552 

9,233 9,520 9,711 9,895 10,327 
10,595 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

26年 27年 28年 29年 32年 37年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

34,170 33,826
31,617

33,62434,008 32,951

総人口は減尐、高齢者の割合は増加の見込み 

東温市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 
（平成２７年度～平成２９年度）より抜粋 
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東温市の高齢者（前期高齢者、後期高齢者）数の推計 

 平成３２年まではともに増加、平成３７年には、前期高齢者が4,676人、 
 後期高齢者が5,919人と推計 
 
 
 

東温市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 
（平成２７年度～平成２９年度）より抜粋 

9 



東温市の認定者数は年々増加傾向 

介護保険事業状況報告 
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要介護（要支援）認定率 

 

東温市      ２２．３％   

愛媛県平均    ２０．８％ 

全国平均     １７．９％ 

 

  ・県平均、全国平均よりも高い。 

  ・県内では５番目に高い。  
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年齢が高くなると認定率も高くなる 
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介護予防訪問介護の内容は、掃除、買い物、調理
といった「生活援助」が多い 
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（件） 



介護予防通所介護の内容は、「レク・交流」、
「運動・身体活動」が多い 

14 
（件） 



現状の介護サービスの水準を維持すると担い手が不足する 
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○分母（支える側）への対策。 
 →より多くの方に介護の担い手となって頂く必要。 
 →現在の介護職員は中重度の方にシフト。専門的なスキルを要さ
ない 
 掃除や洗濯などの日常生活の支援に介護職員以外の方の力が必要。 

 

  

支える側、支えられる側の対策は、どちらか一つではなく、両
方を総合的に実施することが大切 
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東温市の特徴 

１ 人口は減尐傾向、しかし、高齢者人口は増加 

 しており、今後も増加が見込まれる。 

 （県内では低い水準。） 

 

２ 認定率は高い水準で推移している。 

   

介護予防、重症化予防の推進が必要 
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３ 年齢が上がるにつれて認定率は高くなるが、前期 

  高齢者の認定率は低い。 

 

   

 

４ 介護予防訪問介護の内容は生活援助が多く、介護 

 予防通所介護の内容はレクリエーション・交流、運 

 動・身体活動が多い。 

   

 

 

 

介護予防の推進が必要。また、元気な高齢者が支援の担い手になることで人
材の確保と自身の介護予防につながる。 

新たな担い手（緩和した基準によるサービス、地域住民、民間資源等）の活用
が期待できる。 
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東温市の新しい総合事業のねらい 

（実施するメリット） 

 

１ 「活動」「参加」の視点を取り入れた 

 介護予防の推進 

 

２ 新たな支援の担い手の確保 

 

３ 費用の効率化、利用者負担の軽減 
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東温市の方針 

【基本的な考え方】 
①サービスの低下を招かないよう、現行の介護予防訪問介
護と介護予防通所介護は、そのまま移行して実施する。 

 

②利用者の状態に応じた新しいサービスを追加し、利用者の
選択の幅を広げる。 

 

③追加するサービスは、身体介護を伴わないサービスとする。
身体介護を行わないことから、従事者の資格要件を問わな
い等、緩和した基準によるサービスとする。 
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東温市が実施する新しい総合事業の概要  

区  分 事  業 

訪問型サービス 

現行の訪問介護相当 介護予防訪問介護相当サービス 

多様なサービス  
訪問型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス） 

通所型サービス 

現行の通所介護相当 介護予防通所介護相当サービス 

多様なサービス  
通所型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス） 

その他の生活支援サービス 栄養改善・見守り配食事業 

介護予防ケアマネジメント ケアマネジメントＡ 

【介護予防・生活支援サービス事業】 
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新しい総合事業の対象者 

• 平成２９年４月以降に、新規・更新・区分変更申請によ
り「要支援１」「要支援２」の認定を受けた方 （認定
有効期間の開始年月日が平成２９年４月以降の要支援
者） 

 

• 平成２９年４月以降に、６５歳以上で基本チェックリス
トにより「事業対象者」と判定された方 
 

 

サービス事業の対象者 

要支援認定を受けた方 
基本チェックリストにより 
事業対象者と判定された方 
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「事業対象者」とは 

 

 

  

 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、「要支援者」に相当する人だ
が、要支援認定を受けなくても基本チェックリストという簡易な形で確認し、
介護予防ケアマネジメントを通じて必要なサービスにつなげる流れも設ける。 

 基本チェックリストとは、厚生労働省が定めた２５の質問項目により、生活
機能（心身機能、日常生活動作、家庭や社会での役割など）の低下をチェック
するもの。基準に該当し、生活機能の低下があると判定された人を「事業対象
者」とする。 

  

 

 

 心身の状態の変化やケアプランの見直しを考慮して、「事業対象者」と確認
された日から１２か月（その月の末日まで）とする。 

 「事業対象者」としての更新（基本チェックリストによる確認）は、有効期
間満了日の３０日前から可能とする。 

 

 

 

 

基本チェックリストによる確認 

「事業対象者」の有効期間 
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基本チェックリストによる確認 

1 バスや電車で一人で外出していますか はい いいえ

2 日用品の買物をしていますか はい いいえ

3 預貯金の出し入れをしていますか はい いいえ

4 友人の家を訪ねていますか はい いいえ

5 家族や友人の相談にのっていますか はい いいえ

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか はい いいえ

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか はい いいえ

8 １５分くらい続けて歩いていますか はい いいえ

9 この１年間に転んだことがありますか はい いいえ

10 転倒に対する不安は大きいですか はい いいえ

11 ６ヵ月間で２～３ｋｇ以上の体重減少がありましたか はい いいえ

ＢＭＩが１８．５未満である

　あなたのＢＭＩ＝体重（　　　　）ｋｇ÷身長（　　　　）ｍ÷身長（　　　　）ｍ

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか はい いいえ

14 お茶や汁物等でむせることがありますか はい いいえ

15 口の渇きが気になりますか はい いいえ

16 週に１回以上は外出していますか はい いいえ

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか はい いいえ

18 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われますか はい いいえ

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか はい いいえ

20 今日が何月何日か分からないときがありますか はい いいえ

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない はい いいえ

22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった はい いいえ

23 （ここ２週間）以前は楽にできたいたことが今ではおっくうに感じられる はい いいえ

24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だとは思えない はい いいえ

25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする はい いいえ

こころの健康

2項目以上

1～20のうち

10項目以上

運動機能

3項目以上

栄養状態

2項目

口腔機能

2項目以上

閉じこもり

16に該当

物忘れ

1項目以上

こころの

健康

はい いいえ12

日常生活

運動機能

栄養状態

口腔機能

閉じこもり

物忘れ
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「事業対象者」の被保険者証のイメージ 
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基本チェックリストと要介護（要支援）認定の振り分け 

区  分 
要支援１相当の訪問型サービス、通
所型サービス（目安としてそれぞれ週
１回程度）のみを必要とする人 

左記以外の人 

（週２回以上必要、介護給付・予防給
付のサービスも必要 など） 

４０～６４歳 
（第２号被保険者） 

要介護（要支援）認定 要介護（要支援）認定 

新規 要介護（要支援）認定 要介護（要支援）認定 

区分変更 要介護（要支援）認定 要介護（要支援）認定 

更新 
要支援認定者 基本チェックリストにて対象者確認 要介護（要支援）認定 

事業対象者 基本チェックリストにて対象者確認 要介護（要支援）認定 

転入者 
要支援認定者 

前保険者発行の受給資格証明書にて
認定の引継ぎ手続きを行う 

前保険者発行の受給資格証明書にて
認定の引継ぎ手続きを行う 

事業対象者 基本チェックリストにて対象者確認 要介護（要支援）認定 
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予防給付から新しい総合事業への移行 

• 平成２９年３月末までに要支援認定を受けた方は、認定

更新等までは、予防給付（介護予防訪問介護・介護予防

通所介護）としてサービスを利用する。 

• 平成２９年４月以降に認定更新等により要支援認定を受

けた方が、訪問型サービス（介護予防訪問介護相当サー

ビス・訪問型サービスＡ）、通所型サービス（介護予防

通所介護相当サービス・通所型サービスＡ）を利用する

場合は「介護予防・生活支援サービス事業」となる。 
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予防給付から新しい総合事業への移行のイメージ 

H29 H30 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

総合事業開始 完全実施

▼認定更新 ▼認定更新

認定期間
H29.3.31まで

▼認定更新

認定期間
H29.8.31まで

▼認定更新

認定期間
H30.3.31まで

▼新規認定

新規要支援

▼認定更新

認定更新
要介護⇒要支援

予防給付 総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）

予防給付 総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）

予防給付 総合事業

総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）

介護給付 総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）

総合事業
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③訪問型サービス（案） 
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訪問型サービスの基準① 

種別 介護予防訪問介護相当のサービス 
緩和した基準によるサービス 

（訪問型サービスA） 

対象者 
・身体介護が必要な人 
・専門職による支援が必要な人 

・生活援助が必要な人で、身体介護
が不要な人 

・状態が安定しており、必ずしも専
門的な支援を必要としない人 

内容 
ホームヘルパー（有資格者）が訪問
し、身体介護や生活支援を行う 

ホームヘルパー等（市の研修受講者
を含む）が訪問し、生活援助サービ
スを提供する 

実施方法 事業者指定 事業者指定 

人員基準 

◆管理者 常勤・専従１以上 
◆訪問介護員 常勤換算２．５以上 

（介護福祉士、介護職員初任者研修
修了者） 

◆サービス提供責任者 １以上 
 

※業務に支障がない場合、他の職務、
同一敷地内事業所の他の事業所等の
職務に従事可能。 

◆管理者 専従１以上 ※ 
◆従事者 必要数 ※ 

（介護福祉士、介護職員初任者研修
修了者、市指定研修受講者） 

◆訪問事業責任者 必要数 ※ 
 

※業務に支障がない場合、他の職務、
同一敷地内事業所の他の事業所等の
職務に従事可能。 
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訪問型サービスの基準② 

種別 介護予防訪問介護相当のサービス 
緩和した基準によるサービス 

（訪問型サービスA） 

設備基準 
事業の運営に必要な広さを有する専
用区画 
必要な設備、備品 

事業の運営に必要な広さを有する専
用区画 
必要な設備、備品 

運営基準 

・個別サービス計画の作成 
・運営規程等の説明・同意 
・勤務体制の確保 
・提供拒否の禁止 

・訪問介護員の清潔の保持・健康状
態の管理 
・秘密保持 
 

・事故発生時の対応 
・廃止・休止の届出と便宜の提供 

               等 

・個別サービス計画の作成 
・運営規程等の説明・同意 
・勤務体制の確保 
・提供拒否の禁止 

・従事者の清潔の保持・健康状態の
管理 

・従事者及び従事者であった者の秘
密保持 
・事故発生時の対応 
・廃止・休止の届出と便宜の提供 

               等 
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訪問型サービスの基準③ 

種別 介護予防訪問介護相当のサービス 
緩和した基準によるサービス 
（訪問型サービスA ※） 

報酬 

 

月あたりの包括報酬と、１回あたりの利用ご
との出来高で定めることができる。 
 

事業対象者、要支援１・２ 

  週１回程度    １，１６８単位 

事業対象者、要支援１・２ 

  週２回程度    ２，３３５単位 

事業対象者、要支援２ 

  週３回を超える程度３，７０４単位 
 

 

【主な加算】 

・初回加算 

・介護職員処遇改善加算 

・生活機能向上連携加算 
 

その他の加算減算は国の基準と同じ 
 

 

月あたりの包括報酬とする。 
 

 

事業対象者、要支援１・２ 

  週１回程度      ９７４単位 

事業対象者、要支援１・２ 

  週２回程度    １，９４８単位 

事業対象者、要支援２ 

  週３回を越える程度３，０８９単位 

     （現行相当の８３．４％） 
 

【主な加算】 

・初回加算            

・介護職員処遇改善加算 
 

 

その他の加算減算は国の基準と同じ 
 

※ 訪問型サービスＡは、有資格者（訪問介護員等）と無資格者との賃金水準の差に着 
  目して単価を１６．６％減額します。 
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④通所型サービス（案） 
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種別 介護予防通所介護相当のサービス 
緩和した基準によるサービス 

（通所型サービスA） 

対象者 
・身体介護が必要な人 

・専門職による体調管理や機能訓練が必
要な人 

・身体介護が不要な人 

・状態が安定しており、必ずしも専門的
な支援を必要としない人 

内容 
通所施設にて日帰りで入浴、排泄、食事
等の介助、機能訓練等を行う 

通所施設等で日帰りで入浴、食事、レク
リエーション等を行う 

実施方法 事業者指定 事業者指定 

人員基準 

◆管理者   常勤・専従１以上※ 

◆生活相談員 専従１以上 

◆看護職員  専従１以上 

◆介護職員  １５人まで専従１以上 

       １５人超             
       利用者５人につき１以上        
◆機能訓練指導員 １以上 
 

※業務に支障がない場合、他の業務、同
一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

◆管理者   専従１以上※ 

◆生活相談員 専従１以上※ 

◆従事者   １５人まで専従１以上※ 

       １５人超  

       利用者５人につき１以上 
 

 

 

※業務に支障がない場合、他の職務、同
一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

通所型サービスの基準① 
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通所型サービスの基準② 

種別 介護予防通所介護のサービス 
緩和した基準のサービス 
（通所型サービスＡ） 

設備基準 

 

食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上） 

静養室、相談室、事務室 

消火設備その他の非常災害に必要な設備 

必要なその他の設備・備品 

 

サービスを提供するために必要な場所 

 （３㎡×利用定員以上） 
 

必要なその他の設備・備品 

運営基準 

 

個別サービス計画の作成 

運営規程等の説明・同意 

提供拒否の禁止 

従事者の清潔の保持・健康状態の管理 

秘密保持 

事故発生時の対応 

廃止・休止の届出と便宜の提供 

                 等 

 

個別サービス計画の作成 

運営規程等の説明・同意 

提供拒否の禁止 

従事者の清潔の保持・健康状態の管理 

秘密保持 

事故発生時の対応 

廃止・休止の届出と便宜の提供 

                 等 
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通所型サービスの基準③ 

種別 介護予防通所介護相当のサービス 
緩和した基準のサービス 
（通所型サービスA） 

報酬 

月あたりの包括報酬と、１回あたりの利用ご
との出来高で定めることができる。 
 
事業対象者、要支援１  １，６４７単位 
 
事業対象者、要支援２  ３，３７７単位 
 
【主な加算】 
・生活機能向上グループ活動加算 
・運動器機能向上加算 
・栄養改善加算 
・口腔機能向上加算 
・選択的サービス複数実施加算 
・事業所評価加算 
・サービス提供体制強化加算 
・介護職員処遇改善加算 
 

その他の加算減算は国の基準と同じ 

月あたりの包括報酬とする。 
 
 
事業対象者、要支援１  １，５１２単位 
 
事業対象者、要支援２  ３，１００単位 

（現行相当の９１．８％） 

 
【主な加算】 
・介護職員処遇改善加算 
 

 

 

 

 

 

 

その他の加算減算は国の基準と同じ 

※ 通所型サービスＡは、通所介護の従事者が行う業務のうち、基準緩和により不要となる業務量を   
   算定し、単価を８．２％減額する。 
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⑤介護予防ケアマネジメントについて 
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介護予防ケアマネジメントの考え方 

 

 

介護予防ケアマネジメントは、 

 介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ」「要支

援・要介護状態になっても状態がそれ以上に悪化しないようにする」ために、高齢者自

身が地域における自立した日常生活を送れるよう支援するもの。 
 

新しい総合事業における介護予防ケアマネジメントは、 

 利用者の生活上の困りごとに対して、単にそれを補うサービスをあてはめるのではな

く、利用者の自立支援につながるよう、「心身機能」「活動」「参加」にバランス良く

アプローチしていくことが重要である。 

 

 

 ① 東温市地域包括支援センター 

 ② 指定居宅介護支援事業所（東温市地域包括支援センターからの委託による） 

介護予防ケアマネジメントの考え方 

介護予防ケアマネジメントの実施主体 
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介護予防ケアマネジメントの内容（様式例） 
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介護予防支援と介護予防ケアマネジメント 

 

 

【予防給付】 
●福祉用具貸与 
●通所リハビリテーション 
●訪問看護 等 

【介護予防・生活支援サービス事業】 
●訪問型サービス 
  ・介護予防訪問介護相当サービス 
  ・訪問型サービスＡ 
●通所型サービス 
  ・介護予防通所介護相当サービス 
  ・通所型サービスＡ 

＋ 

 
予防給付のみを利用する場合、又は予防給付と介護予防・生活支援サービス事業を併用する
場合のマネジメント。 

介護予防支援 

 
介護予防・生活支援サービス事業のみを利用する場合のマネジメント。 

介護予防ケアマネジメント 

【介護予防・生活支援サービス事業】 
●訪問型サービス 
  ・介護予防訪問介護相当サービス 
  ・訪問型サービスＡ 
●通所型サービス 
  ・介護予防通所介護相当サービス 
  ・通所型サービスＡ 
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介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの類型 

 

 

  

      

 

 

類型 介護予防支援 

総合事業における介護予防ケアマネジメント 

ケアマネジメントＡ ケアマネジメントＢ ケアマネジメントＣ 

利用する 
サービス 

予防給付 
・福祉用具貸与 
・通所リハビリテーション 
・訪問看護 等 

指定事業者のサービス 
 

指定以外（委託・補助）の
サービス 

指定以外（委託・補助）の
サービス、一般介護予防事
業 

ケアマネジメ
ントの特徴 

アセスメントによってケアプ
ラン原案を作成し、サービス
担当者会議を経て決定する。
定期的にモニタリングを行う。 

介護予防支援と同様に原則
的なマネジメントを行う 

簡略化した介護予防ケアマ
ネジメント 

初回のみの介護予防ケアマ
ネジメント 
 

プロセス 

■アセスメント 
 →ケアプラン原案作成 
 →サービス担当者会議 
 →利用者への説明・同意 
 →ケアプランの確定・交付
（利用者・提供者） 
■モニタリング（３か月ご
と） 

■アセスメント 
 →ケアプラン原案作成 
 →サービス担当者会議 
 →利用者への説明・同意 
 →ケアプランの確定・交
付（利用者・提供者） 
■モニタリング（原則３か
月ごと。条件によっては間
隔を延長可）※ 

■アセスメント 
 →ケアプラン原案作成 
 （→サービス担当者会
議）★省略可 
 →利用者への説明・同意 
 →ケアプランの確定・交
付（利用者・提供者） 
■モニタリングは適宜 
 

■アセスメント 
 →ケアマネジメン結果案
作成 
 →利用者への説明・同意 
 →利用するサービス提供
者等への説明・送付 
 

                             ※運用の詳細については検討中 
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介護予防ケアマネジメントの方針 

 

 

  

●ケアマネジメントＡのみとする。今後は多様なサービスの整備と合

わせて他の類型の導入を検討していく。 

●内容及び様式、プロセスは現行の予防給付に係る介護予防支援と同

様。 

 

 

 

 

●単価 ４３０単位／月 

●加算  初回加算 

     介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 
 

  

      

 

 

介護予防ケアマネジメントの種類 

報酬単価 
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区分支給限度額とケアマネジメント費 

支給限度額 対象サービス サービス内容 ケアマネジメント費 

事業対象者 5,003単位 
総合事業のうち、指定
事業者によるサービス 

総合事業のみ 
介護予防ケアマネ
ジメント費 

要支援１ 5,003単位 

①予防給付のサービス 
②総合事業のうち、指
定事業者によるサービ
ス 

予防給付のみ 介護予防支援費 

予防給付＋総合事業 
介護予防支援費 
 

総合事業のみ 
介護予防ケアマネ
ジメント費 

要支援２ 10,473単位 

①予防給付のサービス 
②総合事業のうち、指
定事業者によるサービ
ス 
 

予防給付のみ 介護予防支援費 

予防給付＋総合事業 介護予防支援費 

総合事業のみ 
介護予防ケアマネ
ジメント費 

○指定事業者のサービスを利用する場合は給付管理を実施。 
○要支援者が新しい総合事業を利用する場合、予防給付の利用限度額の範囲内で給
付と新しい総合事業を一体的に給付管理を行う。 
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相談からサービス利用までの流れ 

①４０～６４歳の方 
②初めてサービス利用を希望する方 
③訪問・通所のサービスを、目安として概ね週２回以上必要
とする方 
④予防給付・介護給付のサービスを必要とする方 

更新の時期に介護予防訪問介護（週１～２回）、介護予
防通所介護（週１回程度）のみ利用しており、今後も同
様のサービスを必要とする方 

介護予防に取り組みたい方、日常生活の支援を受けたい方 
担当ケアマネジャー、東温市地地域包括支援センター、在宅介護支援センター、東温市長寿介護課にご相談ください 

相談受付票により年齢、希望するサービス、心身の状況等を確認します 

要介護（要支援）認定申請 介護予防・生活支援サービス事業対象者確認申請 
（基本チェックリストによる確認） 

要介護 
１～５ 

要支援 
１・２ 

非該当 
事業対象者 
（生活機能の低下

がみられる人） 
非該当 

居宅介護支援 
（ケアプラン） 

介護予防支援 
（介護予防ケアプラン） 

介護予防ケアマネジメント 

介護サービス 
（介護給付）を利用 

介護予防サービス 
（予防給付）を利用 

介護予防・生活支援 
サービス事業を利用 

一般介護予防事業を
利用 
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⑥その他（指定等）について 

45 



みなし指定について 

 平成２７年３月３１日までに 
• 介護予防訪問介護の指定を受けている事業者は、総

合事業の訪問型サービス（介護予防訪問介護相当
サービス）の指定を受けたものとみなされます。 

• 介護予防通所介護の指定を受けている事業者は、総
合事業の通所型サービス（介護予防通所介護相当
サービス）の指定を受けたものとみなされます。 

（どちらも期限は平成３０年３月３１日まで） 

「みなし指定」という。 
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総合事業のサービスの指定手続き 

【介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス】 
 平成２７年４月１日以降に介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受
けた事業者は、総合事業の訪問型サービス（介護予防訪問介護相当サービス）、
通所型サービス（介護予防通所介護相当サービス）の指定を受けたとみなされ
ないため、平成２９年４月１日以降に総合事業の訪問型サービス（介護予防訪
問介護相当サービス）、通所型サービス（介護予防通所介護相当サービス）を
実施するためには、新規指定申請が必要です。 

 ６年毎に指定の更新が必要です。 

 

【訪問型サービスＡ、通所型サービスＡ】  

 みなし指定の効力は、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護
相当サービスのみです。  

 訪問型サービスＡ、通所型サービスＡを実施する場合は、新規指定申請が必
要です。 

 ６年毎に指定の更新が必要です。 

 
※指定申請に係る日程、必要書類及び様式については検討中です。 
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介護予防訪問介護、介護予防通所介護の 
更新手続き 

 

 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日の間、予
防給付と総合事業のサービスが並存します。 

  

 平成３０年３月３１日よりも前に介護予防訪問介護、介
護予防通所介護の有効期限が満了する場合、その有効期限
満了日までに更新申請をしないと、予防給付を受けている
要支援者に対し、サービスを提供できなくなります。 
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指定の有効期限について 

 介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスＡ、介護予防通所介護相当
サービス、通所型サービスＡは、既に指定を受けている同種のサービスと一体
的に事業を実施する（同一法人が同一建物内において一体的に運営している）
場合に限り、指定有効期限を短縮し、一体的に事業を実施する同種の指定済
みサービスと同時に指定更新手続きを行うことができます。 

有効期限を短縮する場合のメリット、デメリット 

【メリット】 
①指定更新の手続きの回数を削減できる 
②同時に更新するサービスについては、申請書類の一部を省略できる 

【デメリット】 
 有効期限満了前に更新の手続を行う必要がある（有効期限が短くなる） 
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